
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令について 

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 

特 許 庁 

１．改正の背景 

現在、特許庁に対して住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第１項の住

民基本台帳カード（以下「住基カード」という。）を利用して特許出願を行う場合、電子出願シ

ステム上、住基カードに格納された「電子証明書」（電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個人認証法」という。）第３条第１項）を

用いて電子署名を付与している。 

平成２８年１月（予定）に、住基カードに代わって個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項）が

導入されるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号。以下「整備法」という。）

によって公的個人認証法が改正される。この改正により、公的個人認証法の題名が変更されるほ

か、現在の「電子証明書」が「署名用電子証明書」（整備法第３１条による改正後の公的個人認

証法第３条第１項）に名称変更される。 

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商産業省令第４１号。以

下「特例法施行規則」という。）第１３条第２号において、公的個人認証法の題名及び電子証明

書を引用していることから、この改正に伴って、同号を改正する必要がある。 

 

２．具体的な改正内容 

（１）公的個人認証法の題名変更への対応 

整備法第３１条の規定による改正により、特例法施行規則第１３条第２号が引用する公的個人

認証法の題名が変更されることから、題名変更に合わせて同号を改正する。 

（２）電子証明書の名称変更への対応 

整備法第３１条の規定による改正により、特例法施行規則第１３条第２号が引用する公的個人

認証法第３条第１項の「電子証明書」が、公的個人認証法の改正に伴って「署名用電子証明書」

と変更されることから、この変更に合わせて特例法施行規則第１３条第２号を改正する。 

 

３．経過措置の要否 

  整備法第３２条第１項において、同法第３１条による改正前の公的個人認証法の規定に基づい

て発行された「電子証明書」は改正後の公的個人認証法の規定に基づいて発行された「署名用電

子証明書」とみなすことが規定されているため、本省令においては経過措置に関する規定を要し

ないと考えられる。 

 

４．施行期日等 

公布日：平成２７年６月２２日 

施行日：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日 

※上記２の改正に係る整備法第３１条の規定の施行日 
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○工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商産業省令第４１号） 

（特定手続の方法） 

第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者（代理人により当該特定手続を行

うときは、その代理人）は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力す

る事項に係る情報に電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律 （平成十二年法律第百二号）第二条第一

項に規定する電子署名をいう。以下同じ。）を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証

明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし

書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。 

一 （略） 

二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第三条第一項に規

定する電子証明書 

三 （略） 

 

○電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号） 

※整備法第３１条の規定による改正前の条文 

 （電子証明書の発行） 

第三条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村（特別区を

含む。以下同じ。）の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）を経由して、当該市町村を包括する都道

府県の都道府県知事に対し、自己に係る電子証明書（利用者署名検証符号が当該利用者に係るものであること

を証明するために作成される電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）

をいう。以下同じ。）の発行の申請をすることができる。 

 

○電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号） 

※整備法第３１条の規定による改正後の条文 

 （署名用電子証明書の発行） 

第三条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村（特別区を

含む。以下同じ。）の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）を経由して、機構に対し、自己に係る署

名用電子証明書（署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の発行の申請

をすることができる。 

 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成２５年法律第２８号） 

第三十一条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 

（中略） 

第三条の見出しを「（署名用電子証明書の発行）」に改め、同条第一項中「当該市町村を包括する都道府県

の都道府県知事」を「機構」に、「電子証明書（利用者署名検証符号が当該利用者に係る」を「署名用電子証

参照条文 
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明書（署名利用者検証符号が当該署名利用者の」に改め、同条第三項中「利用者確認」を「署名利用者確認」

に改め、同条第四項を次のように改める。 

  （後略） 

 

 （電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第三十二条 第三号施行日前に前条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法

律（以下この条において「旧公的個人認証法」という。）第三条第六項の規定により都道府県知事が発行した

電子証明書（以下この条において「電子証明書」という。）は前条の規定による改正後の電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（以下この条において「新公的個人認証法」という。）

第三条第六項の規定により機構が発行した署名用電子証明書と、旧公的個人認証法第十四条に規定する発行者

署名符号は新公的個人認証法第十四条に規定する署名用電子証明書発行者署名符号とみなす。ただし、電子証

明書の有効期間については、なお従前の例による。 

２～１０ （略） 

  附 則 

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一・二 （略） 

三 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四

条、第二十五条、第二十九条（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち

同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）の項中「電子署名

に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律」に、「第三条第二項（第十条第二項において準用する場合を含む。）」を「第十条第二項に

おいて準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限

る。）、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の

日 

四 （略） 

 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号） 

  附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一～三 （略） 

四 第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項（行政機関個人情報

保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。）から第三項まで、第三十条第一項

（行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。）及び第二項（行

政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。）、第六十三条（第

十七条第一項及び第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第七十五条（個

人番号カードに係る部分に限る。）並びに第七十七条（第七十五条（個人番号カードに係る部分に限る。）に

係る部分に限る。）並びに別表第一の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で

定める日 

五 （略） 
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